
令和８年度山口県第二種免許取得支援事業補助金 募集要項 

 

１ 事業の目的 

  運転士の確保を図るため、運転士不足が深刻化している乗合バス及びタクシー

事業者が負担する短時間勤務従業員の第二種免許取得に係る経費について、補助

金を交付するもの。 

 

２ 補助対象者 

  山口県内に本社又は営業所を有し、次のいずれにも該当する者であること。 

 （１）道路運送法（昭和 26 年法律第 183号）第４条の許可を受けて、一般乗合旅

客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業を行う者 

 （２）交付申請時及び実績報告時に（１）に該当する事業を休止し、又は廃止し

ていないこと。 

 

３ 補助内容 

（１）補助対象経費 

  ア 事業者が負担した短時間勤務従業員の第二種免許取得に係る経費 

※第二種免許取得後に県内において３か月以上運転士として雇用すること

が条件。 

    ・入学金、適性検査料、学科教習料、技能教習料、効果測定料、教材費、

写真代、検定料 等 

  イ ただし、以下の経費については補助対象外 

    ・消費税及び地方消費税 

・免許取得に係る交通費、宿泊費 

    ・運転免許センターで支払う手数料（試験手数料、交付手数料等） 

・自動車事故対策機構に支払う運転者適性診断の手数料 

  ウ 市町等（国は除く）から第二種免許取得支援に係る補助金の交付を受ける

場合は、補助対象経費の２分の１から当該補助金の額を除いた額又は補助上

限額のいずれか低い額を交付額とする。 

 

（２）補助率及び補助上限額 

   対象経費の１／２とし、予算の範囲内で補助する。 

   上限額：大型第二種 270,000円/人 

       普通第二種 120,000円/人 

 

（３）短時間勤務従業員の定義 

次のいずれにも該当する者 

   ア 一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の一週

間の所定労働時間に比し短い労働者 

   イ 事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者 



４ 申請手続き 

（１）受付期間 

 令和８年４月１日（水）～令和９年３月１２日（金） 

（２）必要書類 

  ア 申請書（別記様式第１号） 

  イ 補助申請額計算書及び事業計画書（別記様式第１号別紙１） 

  ウ 収支予算書（別記様式第１号別紙２） 

  エ 補助対象経費が確認できる書類（教習所の HP などに掲載された料金案内、

見積書など） 

  オ 「市町等補助金」・「国補助金」の内容及び金額が確認できるもの（交付決

定通知書（交付決定前の場合は、交付申請書、事業計画書、事前申請書等）

の写し） 

（３）受付方法 

   申請書類は、申請先宛てにメールにて提出してください。（メールでの提出が

困難な場合は郵送等でも受付可） 

【申請先（問い合わせ先）】 

〒753-8501 山口県山口市滝町１番１号 

 山口県観光スポーツ文化部交通政策課 

 TEL：083-933-3120 E-mail：a11300@pref.yamaguchi.lg.jp 

（４）その他 

   申請は先着順で受付し、予算額に達し次第、受付期間中であっても受付を終

了します。 

 

５ 実績報告 

（１）報告期日 

  補助事業が完了した日から 31 日を経過した日又は当該年度の３月 31 日のい

ずれか早い期日まで 

（２）必要書類 

ア 事業実績報告書（別記様式第４号） 

イ 補助実績額計算書及び事業報告書（別記様式第４号別紙１） 

ウ 収支決算書（別記様式第４号別紙２） 

エ 補助対象事業を完了したことを証明する資料（領収書等） 

オ 「市町等補助金」・「国補助金」の内容及び金額が確認できるもの（交付決

定通知書（交付決定前の場合は、交付申請書、事業計画書、事前申請書等）

の写し） 

カ 補助対象従業員を雇用していることが確認できるもの（雇用契約書等の写

し） 

キ 第二種免許を取得したことが確認できるもの（運転免許証等の写し） 

ク 第二種免許取得後、県内において３か月以上運転士として雇用しているこ

とが確認できるもの（業務記録、乗務員等台帳等の写し） 



ケ 通常の労働者の一週間の所定労働時間が確認できるもの（就業規則等の写

し） 

 ※キ又はクを添付することができない場合は、宣誓書（様式任意）を添付し

た上で、後日状況報告を行うこと。 

 

６ 状況報告 

（１）報告期日 

   補助事業年度の翌年度の９月 30 日まで 

（２）必要書類 

  ア 状況報告書（別記様式第５号） 

  イ 第二種免許を取得したことが確認できるもの（運転免許証等の写し） 

  ウ 第二種免許取得後、県内において３か月以上運転士として雇用しているこ

とが確認できるもの（業務記録、乗務員等台帳等の写し） 


